
令令和和８８年年度度  就就学学援援助助費費ののおお知知ららせせ  
あま市では、お子さんをあま市立小中学校及び愛知県立の中高一貫中学校へ通学させるのに、経済的な理由でお

困りの方に対して、学用品など就学に必要な経費の一部を援助しています。 

 援助を希望される方は、次の事項を参考に申込み期間内に申請手続きを行ってください。 

なお、令和７年度に援助を受けられた方で、令和８年度も引き続き援助を希望される方も必ず申込み期間内に申

請手続きを行ってください。 

 

援援 助助 をを 受受 けけ るる ここ とと がが でで きき るる 家家 庭庭   

 あま市立小中学校及び愛知県立の中高一貫中学校に在籍する児童生徒の保護者等で、次のいずれかに該当し、あ

ま市教育委員会が支給の必要があると認めた方 

番号 申請理由 添付書類等（コピー可） 

１ 
生活保護を受けている 

（生活保護の教育扶助に該当しない修学旅行費のみを支給） 
不要 

２ 生活保護が停止又は廃止された 保護決定通知書（停止・廃止）当該年度 

３ 
市民税が非課税又は減免されている 

（同一生計世帯員全員） 
※１ 

４ 個人の事業税又は固定資産税が減免されている 減免決定通知書 

５ 
国民年金保険料が全額免除されている 

（同一生計世帯員全員） 
国民年金保険料免除承認通知書（全額免除のみ） 

６ 国民健康保険税が減免されている（減額は該当しません） 減免決定通知書 

７ 
児童扶養手当の支給を受けている 

（児童手当・特別児童扶養手当は該当しません） 
児童扶養手当証書 

８ 生活福祉資金の貸付を受けている 貸付決定日及び償還期間終了日がわかるもの 

９ 

その他経済的に困窮しており就学に支障があると認められ

る 

（同一生計世帯員全員） 

※１ 

※１ 同一生計世帯員全員の前年所得により審査します。必ず所得申告をしてください。前年に所得のない方（被扶養者

を含む）、自営業の方は今年の１月１日時点で住民票の所在していた自治体の税務担当課で所得申告をしてください。  

申申 込込 みみ 期期 間間 等等   

①申請先・・・・・・・・・ 

 

 

②申込み期間及び時間・・・ 

 

 

 

 

③お持ちいただくもの・・・ 

学校教育課窓口に提出してください。 

※申請書は窓口に用意してあります（市ウェブサイトからもダウンロードで

きます）。 

令和８年４月１日（水）～令和８年５月２９日（金） 

午前９時～午後４時（土日祝を除く） 

※申込み期間後も随時申請は受付けますが、認定された場合、認定月からの

月割支給になります。 

郵送の場合は、消印日を受付日とします。 

振込先口座のわかるもの(保護者名義のものに限る)、上記申請要件を証明で

きる添付書類、個人番号（マイナンバー）が分かるもの 

注注 意意 事事 項項   

(１)お子さんと同一生計世帯員全員が同じ申請理由に該当することが必要です。 

(２)認定を受けた後に認定要件を喪失された方は、認定が取り消されます。別の認定要件で申請される方は、再度

申請をしてください。 

(３)世帯状況の変更や提出された書類に誤りがあることが判明し、認定要件を満たさなくなった場合は認定を取り

消し、既に受け取られた就学援助費の返還をしていただくことがあります。 

 

    〒497-8602 あま市七宝町沖之島深坪１番地 

あま市教育委員会 学校教育課 ℡４４４－０９０２ 

問い合わせ先 


